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第 ２０ 号 

   工事請負契約の変更について 

 令和元年１１月熊本県議会定例会において議決された大切畑地区県営農地等災害復旧事

業第１号工事請負契約のうち、工期「契約締結の日の翌日から令和６年２月２９日まで」

を「契約締結の日の翌日から令和７年１１月２８日まで」に、契約金額「７，００６，１

７５，１７６円」を「８，６６６，７８６，２１６円」に変更することとする。 

  令和４年１２月２日提出 

                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

 （提案理由） 

 工事内容の変更のため、工期及び契約金額を変更する必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 


